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意見書を可決
下記の意見書を可決し、関係機関に送付
しました。
全文はホームページに掲載しています。

調査担当（内581）

意見書第4号　サイバー攻撃・情報保全対策に
関する意見書

　衆議院や参議院，政府機関を狙ったサイバー

攻撃が明らかになり，サイバー攻撃に対する国
民の不安はこれまでになく高まっている。
　わが国の重要な情報がサイバー攻撃で海外に
流出することは，国益に大きな影響があり，政
府が一体となってサイバー攻撃・情報保全対策
を構築することが求められている。
　よって，政府及び国会におかれては下記の事
項について積極的に実現を図り，サイバー攻撃
に対する国民の安心・安全を守るよう強く求め
る。

1　国家としての安全保障の観点から，情報保
全の基本戦略を早急に構築すること。

2　防衛省はわが国の安全保障に関する情報管
理体制を強化すること。

3　重要な社会基盤に対するサイバー攻撃の可
能性を評価・検証し，地方自治体に対する
サイバー攻撃対策についても，早急に戦略
を構築すること。

4　民間の優れた人材の技術を活用し，官民一
体となった情報保全対策を構築すること。

第4回定例会議案審議結果
　第4回定例会には新規40件の議案が提出され継続中の2件と併せ、可決27件、承認1件、同意8件、撤回3件、継続3件となりました。
議案番号 議　　　案　　　名 議　　案　　の　　要　　旨 結　　果

第60号 国分寺市子どもの権利と未来を守ろう条例について 子どもの権利を守るとともに、子育ち支援を推進することにより、未来を担う子どもたちがいき
いきと元気に過ごせるまちの実現を図る。 継　続

第62号 国分寺市湧水・地下水保全条例について 良好な水辺環境を創出する湧水及び地下水を、次世代に引き継ぐべき市民共有の財産として保全する。 撤　回
第86号 専決処分について 行政執行に係る市長及び第1順位副市長の責任を明らかにするため給料を減額する必要がある。 全員賛成・承認
第87号 教育委員会委員の選任について 国分寺市教育委員会委員の任期満了に伴い、戸塚晃氏を再任する。 全員賛成・同意
第88号 教育委員会委員の選任について 国分寺市教育委員会委員の任期満了に伴い、富山謙一氏を選任する。 〃
第89号 人権擁護委員候補者の推薦について 人権擁護委員の任期満了に伴い、村原町子氏を人権擁護委員の候補者として推薦する。 〃
第90号 人権擁護委員候補者の推薦について 人権擁護委員の任期満了に伴い、川森憲一氏を人権擁護委員の候補者として推薦する。 〃
第91号 人権擁護委員候補者の推薦について 人権擁護委員の任期満了に伴い、小部正治氏を人権擁護委員の候補者として推薦する。 〃
第92号 人権擁護委員候補者の推薦について 人権擁護委員の任期満了に伴い、増田加代子氏を人権擁護委員の候補者として推薦する。 賛成多数・同意
第93号 人権擁護委員候補者の推薦について 人権擁護委員の任期満了に伴い、熊谷淳氏を人権擁護委員の候補者として推薦する。 全員賛成・同意
第94号 人権擁護委員候補者の推薦について 人権擁護委員の任期満了に伴い、木下るみ子氏を人権擁護委員の候補者として推薦する。 〃

第95号 国分寺市公共調達条例について 市が行う調達の基本的なあり方を明確にすることにより、市と事業者が社会的責任を自覚し、
もって市政及び地域社会の発展に寄与する。 継　続

第96号 国分寺市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害
補償等に関する条例の一部を改正する条例について 障害者自立支援法の改正に伴い、文言を整理する。 全員賛成・可決

第97号 国分寺市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例
について 地方税法の改正に伴い、寄附金税額控除、市税に係る不申告に関する過料等の規定の整備を行う。 〃

第98号 国分寺市認定農業者審査会設置条例の一部を改正す
る条例について 組織の構成を変更し、除斥の規定について整理する。 〃

第99号 国分寺市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を
改正する条例について 災害弔慰金の支給等に関する法律の改正に伴い、弔慰金の支給対象遺族の範囲を拡大する。 〃

第100号 国分寺市障害者センター条例の一部を改正する条例
について 障害者自立支援法の改正に伴い、文言を整理する。 〃

第101号 国分寺市保育費等徴収条例の一部を改正する条例に
ついて

平成22年度税制改正における年少扶養控除等の廃止に伴い、保育費徴収基準額表の所得税額の
規定を改めるとともに、障害者自立支援法の改正により文言を整理する。 〃

第102号 国分寺市立学童保育所条例の一部を改正する条例に
ついて

国分寺市立第一東元町学童保育所、国分寺市立第二東元町学童保育所及び国分寺市立第三泉町
学童保育所を新設するとともに、地方自治法第244条の2の規定に基づき、国分寺市立第一光町学
童保育所及び国分寺市立第三泉町学童保育所の管理を指定管理者に行わせる。

撤　回

第103号 国分寺市立児童館条例の一部を改正する条例について 地方自治法第244条の2の規定に基づき、国分寺市立ひかり児童館の管理を指定管理者に行わせる。 賛成多数・可決

第104号 国分寺市地区計画の区域内における建築物の制限に
関する条例の一部を改正する条例について 建築基準法の改正等に伴い、文言を整理する。 全員賛成・可決

第105号 国分寺市立公園条例の一部を改正する条例について 国分寺市立戸倉青葉公園を廃止するため。 〃
第106号 平成23年度国分寺市一般会計補正予算（第4号） 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ40,410,832千円とする。 賛成多数・可決

第107号 平成23年度国分寺市国民健康保険特別会計補正予算
（第3号） 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,179,013千円とする。 全員賛成・可決

第108号 平成23年度国分寺市介護保険（保険事業勘定）特別会
計補正予算（第2号） 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,803,015千円とする。 〃

第109号 平成23年度国分寺市国分寺駅北口地区第一種市街地
再開発事業特別会計補正予算（第2号） 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,570,574千円とする。 賛成多数・可決

第110号 市道路線の認定について 道路敷地の寄附受地について、市道路線として認定する。 全員賛成・可決
第111号 市道路線の廃止について 当該市道路線は、公共の用に供しておらず、将来にわたり存置する必要がないと認められるため。 〃
第113号 市道路線の廃止について 当該市道路線は、公共の用に供しておらず、将来にわたり存置する必要がないと認められるため。 〃

第114号 指定管理者の指定について 国分寺市介護老人保健施設すこやかの管理業務を平成24年4月1日から平成27年3月31日まで財
団法人「国分寺市健康福祉サービス協会」に行わせる。 〃

第115号 指定管理者の指定について 国分寺市高齢者在宅サービスセンターふれあいの管理業務を平成24年4月1日から平成27年3月
31日まで財団法人「国分寺市健康福祉サービス協会」に行わせる。 〃

第116号 指定管理者の指定について 国分寺市生きがいセンターさわやかの管理業務を平成24年4月1日から平成27年3月31日まで特
定非営利活動法人「あおぞら」に行わせる。 〃

第117号 指定管理者の指定について 国分寺市いきいきセンターの管理業務を平成24年4月1日から平成27年3月31日まで公益社団法
人「国分寺市シルバー人材センター」に行わせる。 〃

第118号 指定管理者の指定について
国分寺市立ひかり児童館、国分寺市立第一光町学童保育所、国分寺市立第二光町学童保育所、国
分寺市立第三泉町学童保育所の管理業務を平成24年4月1日から平成29年3月31日まで特定非営
利活動法人「ワーカーズコープ」に行わせる。

賛成多数・可決

第119号 指定管理者の指定について
本町二丁目臨時自転車駐車場、本町四丁目臨時自転車駐車場、国立駅北口自転車駐車場の管理業
務を平成24年1月1日から平成27年3月31日まで、ただし、国立駅北口自転車駐車場については、平
成24年1月1日から平成25年3月31日まで「サイカパーキング株式会社」に行わせる。

〃

第120号 損害賠償の額の決定について 倒木による損害賠償の額を定めるため、地方自治法第96条第1項第13号の規定により提出する。 全員賛成・可決

第121号 損害賠償の額の決定について 教育活動中の事故による損害賠償の額を定めるため、地方自治法第96条第1項第13号の規定によ
り提出する。 〃

第122号 国分寺市国民健康保険条例等の一部を改正する条例
について 国民健康保険税の課税額を改定する。 撤　回

第123号 平成23年度国分寺市一般会計補正予算（第5号） 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ40,466,231千円とする。 賛成多数・可決

第124号 国分寺市国民健康保険条例等の一部を改正する条例
について 国民健康保険税の課税額を改定する。 〃

第125号 国分寺市立学童保育所条例の一部を改正する条例に
ついて

国分寺市立第一東元町学童保育所、国分寺市立第二東元町学童保育所及び国分寺市立第三泉町
学童保育所を新設するとともに、地方自治法第244条の2の規定に基づき、国分寺市立第一光町学
童保育所及び国分寺市立第三泉町学童保育所の管理を指定管理者に行わせる。

〃

第126号 国分寺市湧水・地下水保全条例について 良好な水辺環境を創出する湧水及び地下水を、次世代に引き継ぐべき市民共有の財産として保全する。 継　続


